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助成項目一覧

対象団体
 大阪市内で福祉課題・地域課題の解決に取り組む非営利の活動団体（※）

対象外となる団体・事業
・大阪市内の活動実績がないもの、大阪市内で活動しないもの 
・営利を目的とするもの
・宗教活動や政治を目的とするものやその管理下にあるもの 
・法令や公序良俗に反する活動を行っているもの  
・暴力団もしくはその構成員の統制下にあるもの 
・団体運営や当該事業に対して、地方公共団体の助成金、並びにその他の公的助成
  などを受けているもの 
・会員の親睦や研修、スキルアップ、生涯学習（趣味や学習等のサークル活動）、
  自助的な活動 
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事業概要

＊法人格は問いません。 
＊大阪市内での活動実績が必要です。（助成項目により活動実績の要件が異なります
ので、詳しくは各助成項目をご確認ください） 

※一般社団法人・一般財団法人は、法人税法上の非営利型法人の要件を満たすもの (非営利性が徹底された法人、
共益的活動を目的とする法人) ＜法人税法２九の二、法人税法施行令３＞ 
参考) 国税庁ホームページ「一般社団法人･一般財団法人と法人税（パンフレット・平 成 26 年３月国税庁）」 

１人材（担い手）育成支援    　　　【事業助成】  
２居場所づくり支援       【事業助成】  
３活動継続支援         【事業助成】  
４チャレンジ支援        【事業助成】  
５立ち上げ支援         【団体助成】  
(Ａ)改修なし (Ｂ)改修あり　＊Bは1回限り  

６運営継続支援         【団体助成】  
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【事業助成】対象経費

≪助成項目≫ １ 人材(担い手)育成支援、２ 居場所づくり支援、３ 活動継続支援、４ チャレンジ支援

≪共通科目≫
 助成事業の実施に直接必要な経費   （事業実施期間中に経費支出が完了するものに限ります。）

費 経 るなと外 象 対費   経   象   対目   科
10 万円未満の物品購入費
＊事務用品、材料費、衛生用品、工具、ユニフォーム、
書籍 など

＊団体の運営、維持管理に係る物品
（コピー用紙、プリンターインク等）

＊飲食を伴う事業（子ども食堂等）に係る食材 など ＊会議等での飲食費（お茶、お菓子等）

10 万円以上の物品購入費
＊備品等
資料作成費、コピー代 等 ＊機関紙等の定期刊行物の発行に要する経費 等
＊事業の実施に必要な経費に限ります
切手代、宅配便等の運送料 等

交 通 費 事業を手伝うボランティアへの実費交通費、運搬用ガソ
リン代 等

＊団体会員（内部者）の交通費等

WEB ページ作成（業者委託費を含む）
案内看板 、ポスター、チラシ等の作成費 等
＊事業の実施に必要な経費に限ります
講師謝金（交通費を含む）、アドバイザー料 等 ＊団体会員（内部者）への謝金
＊外部から講師を招聘する場合に限ります ＊物品（金券を含む）や菓子折り等
会場使用料（附帯設備費を含む）、レンタル料 等 ＊団体の運営、維持管理に係る経費

（団体事務所の家賃・駐車場代等）

損害保険料 ボランティア活動保険、ボランティア・市民活動行事保
険 等

＊団体会員（内部者）の日常活動に係る保険等

業務委託費 システム等の構築経費など
上記以外の諸経費（振込手数料 等） ＊団体の運営、維持管理に係る経費

≪個別科目≫

改 修 費
居場所（公的施設は除く）の整備経費
「２居場所づくり支援」のみ

人件費
コーディネートに係る人件費
「１人材（担い手）育成支援」のみ
 ＊予算の50％以内

光熱水費

居場所の開催時（事業に係る会議等を含む）に使用した
光熱水費
「２居場所づくり支援」のみ
  ＊会場賃借時に請求される内容に含まれているもの、または
会場の貸主が規定等で料金を定めている場合

広報費
＊団体の運営、維持管理に係る経費
（WEB サイトの管理運営費等）

諸 謝 金

賃 借 料

雑 費

通信運搬費 ＊団体の運営、維持管理に係る経費（電話、
インターネット回線使用料、プロバイダ料等）

事業助成

消耗品費

備 品 費

印刷製本費

＊団体の運営、維持管理に係る物品
（パソコン、プリンター等）
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